
第２回までの議論と今後議論すべき論点

１ 第２回までの議論
○ 悪質ホストクラブ問題への対策
・ 風営適正化法上の規制の在り方について、どのような方向
で議論を行うか。

○ 「売掛金、立替金等の蓄積」段階での問題
・ 売掛金、立替金等を蓄積させる手法についてどう考えるか。
・ 規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのよ
うな点に留意すべきか。

○ 「売掛金、立替金等の悪質な取立て」段階での問題
・ 売掛金、立替金等を取り立てる手法についてどう考えるか。
・ 規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのよ
うな点に留意すべきか。

○ その他

２ 今後議論すべき論点
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風営適正化法上の規制の在り方について、どのような方向で議論を
行うか。

規制の範囲に何らかの絞りをかける必要があるが、コンセプトカフェと
いった業態もあり、ホストクラブに特化した形でルール化することは難しい
のではないか。

主な意見

１号営業から悪質ホストクラブを切り出して定義して規制するよりも、行
為や手段に着目した規制とした方がやりやすいのではないか。

高額料金の支払いの請求自体を法律で縛ってしまうと、クラブやキャバク
ラ等の風営適正化法上の１号営業全体に大変厳しい規制が及ぶことになって
しまう。

風営適正化法の遵守事項と禁止行為の中にどういうものを取り込んでい
くかという議論が必要。その論点の一つは、入口の売掛金・立替金、高額
を使わせて借金漬けにするということをどうやって止めるか、もう一つは、
高い借金を負わせて、それをネタにして売春等に追い込むというのをどう
やってやめさせるか、という二点がある。

店と、その店で働く個人事業主のホストの両方に効果のある法律上の規制
を考えなければ、店は別のホストを連れてくるだけになってしまう。

悪質ホストクラブ問題への対策

規制する行為の内容については、ホストクラブ以外の業態であっても、こ
んなあくどいことはやってはいけないと合意が取れる内容にすれば、誰から
も納得してもらえるようなものになる。

風営適正化法の改正について、性的搾取という人権侵害の性質を踏まえ
ることが必要である。国際基準である人身取引議定書との整合性の観点か
ら、風営適正化法が規制すべき行為や債務負担をさせるという意思形成に
瑕疵があると判断される要素として、被害者の脆弱性に乗じることを明確
に入れるべきではないか。

ホスト個人ではなく背後者に対する規制については、特定商取引法での背
後者規制といった立法例などを参考にしながら、行政処分の範囲を広げると
いうことも考えられる。



・ 風営適正化法上の規制を強化する場合には、規制対象をホ
ストクラブに限定するのは困難と考えられることから、規制
する行為を、悪質ホストクラブ特有の悪質行為や、他の業態
であってもおよそ認められないような悪質行為に限定するこ
とについて議論。
・ 売掛金等の形で客を借金漬けにする段階と、借金を悪質に
取り立てる段階に分けて議論。
・ 風営適正化法では、従業員等が遵守事項や禁止行為に該当
する行為を行った場合には、営業者に対して指示処分や営業
停止命令等の行政処分を行うことができることを念頭に、悪
質行為に関する規制の在り方を議論。
・ 「売掛金、立替金等の蓄積」段階での問題、「売掛金、立
替金等の悪質な取立て」段階での問題のそれぞれについて、
次ページ以降の出された意見を踏まえて議論を継続。

今後の議論の方向性（案）

【参考】
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）（抄）
（用語の定義）

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二～五 （略）

２～13 （略）
（指示）

第二十五条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例
の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を
及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行
為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
（営業の停止等）

第二十六条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく
条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に
障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規
定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六
月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ （略）

悪質ホストクラブ問題への対策



売掛金、立替金等を蓄積させる手法についてどう考えるか。

主な意見

20歳ぐらいの人が、訳も分からないで酒を無理やり飲まされて、その代
金が非常に高額であるというところに問題がある。

若い子をターゲットにし、払えないことが分かっていながら飲食させて、
借金漬けにして、売春あるいは性風俗に就かせて、そこから更に金を巻き
上げるというルートを断ち切るための風営適正化法の改正が必要である。
年齢で区切るのは難しいが、被害者の脆弱性、若年女性の社会経験の未熟
さに付け込むような形で性搾取を行うというものに焦点を絞ることを出発
点として議論するべき。

「売掛金、立替金等の蓄積」段階での問題 ①

悪質ホストクラブ等では、継続的に担当者がついてマインドコントロー
ルしている事例が見受けられるので、関係性や継続性というのが１つのポ
イントになると思う。



規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのような点に
留意すべきか。

風営適正化法が規制すべき行為や債務負担をさせるという意思形成に瑕疵
があると判断される要素として、被害者の脆弱性に乗じることを明確に入れ
るべきではないか。

主な意見

営業者の義務として、接客従事者が顧客に対して、例えば心理的に支配
し、あるいは脆弱性によってその反対の意思を表示することが難しい状況
に乗じて債務を負担させてはならないといった条文を入れられるかだと思
うが、心理的支配というところは、事実認定の際の実務上の課題になるだ
ろう。

料金に関する虚偽説明や色・恋を手段として女性を依存させる行為等に着
目した規制は納得を得られると思う。

いわゆる色・恋を手段として女性を依存させる行為を規制する場合、恋
愛の自由との関係で、規制の必要性、合理性、規制を裏付ける立法事実が
ないと憲法との関係で問題がある。そこで、依存させて高額な遊興、飲食
をさせる行為のように、恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛
に絡む悪質な行為に着目した形の規制にする必要がある。

20歳ぐらいの人が、訳も分からないで酒を無理やり飲まされて、その代金
が非常に高額であるというところに問題がある。（再掲）

「売掛金、立替金等の蓄積」段階での問題 ②

ぼったくり防止条例で規制している行為を風営適正化法で規制していくの
か、条例に委ねるべきかも論点となる。様々な法令違反を行政規制に接合さ
せて店舗の営業を規制することもできるのではないか。



「売掛金、立替金等の悪質な取立て」段階での問題 ①

売掛金、立替金等を取り立てる手法についてどう考えるか。

主な意見

料金の取立て規制について、困惑させたり、畏怖させたり、それから心
理的支配の状況に乗じて、性産業、すなわち既存の法律で言えば（職業安
定法上の）公衆衛生上の有害業務に従事しなければ取立てを免れる方法が
ないと思わせるとか、その支払いのためにその有害業務への従事を示唆す
るといったようなことを条文化することがあり得るのではないか。

店舗の女性客に対する債権をホストが立て替えることで、債権を売掛金
に変換して、ホストがこれを取り立てるというのは、債権管理回収業に近
い行為と言えるが、これは非弁行為にならないのだろうか。そもそも、債
権の売掛金への変換とその取立てを許容することを前提とした規定ぶりだ
と、非弁行為を国が認めていることになってしまうのではないか。

売掛金等の取立て規制について、誰の誰に対する売掛金等に対して規制を
かけるのかを、条文にする際は漏れがないようにする必要がある。

ホストクラブの売掛金について、誰の誰に対する未収金なのか、誰が誰
に対して請求しているのかが分からない。誰に対してどういう商品、役務
をどれぐらいの料金で提供しているのかを明確にしていかないと、その後
の法的処理にも影響があるのではないか。



「売掛金、立替金等の悪質な取立て」段階での問題 ②

規制する場合、どのような行為を規制の対象とし、どのような点に
留意すべきか。

主な意見

料金の取立て規制について、困惑させたり、畏怖させたり、それから心
理的支配の状況に乗じて、性産業、すなわち既存の法律で言えば（職業安
定法上の）公衆衛生上の有害業務に従事しなければ取立てを免れる方法が
ないと思わせるとか、その支払いのためにその有害業務への従事を示唆す
るといったようなことを条文化することがあり得るのではないか。（再
掲）

ぼったくり防止条例で規制している行為を風営適正化法で規制していく
のか、条例に委ねるべきかも論点となる。様々な法令違反を行政規制に接
合させて店舗の営業を規制することもできるのではないか。（再掲）

店と、その店で働く個人事業主のホストの両方に効果のある法律上の規
制を考えなければ、店は別のホストを連れてくるだけになってしまう。
（再掲）



その他（風営適正化法関連）

ホストクラブの看板やアドトラックの規制、また、客引きについて、風営
適正化法だけの問題ではなく、条例も含め他の規制と全体で考えていかない
といけない。

個人事業主として働くホストにも、風営適正化法上の管理者講習を受講さ
せることはできないか。

主な意見

末端のホストを取り締まるだけでは足りず、その背後の犯罪組織や経営者
等を捉えていかなければならない。

若い女性がホストクラブに入って多額の借金を負うきっかけとして、既
にホスト店に出入りしている大学生の同級生から誘われるというものもあ
るということだが、若い女性がＳＮＳやマッチングアプリをきっかけに店
に入ってくるということも問題である。これらは店が関与しない一個人と
してのホストとの出会いの場であるとのことだが、このように女性を勧誘
する行為は、ある意味、女性に多額の債務を負わせるための予備的な行為
だとも言え、何らかの対策を講じることはできないか。

風営適正化法の目的の一つに、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の
防止というものがある。未成年ではないが、若年であるとか社会経験がな
いということに乗じて、しかも、ホストが営業の目的を秘して近づくとい
う行為は問題である。



その他（風営適正化法以外での対策）

ホストの雇用関係やフリーランス新法との関係について、整理がなされる
ことが望ましい。

主な意見

ホストはホストクラブ等に雇用されているのではなく業務委託契約を締
結している場合が多いということだが、国税の調査があっても業務委託で
は実態が把握しづらいのではないか。

関係団体からの話を聞くと、恐らく風営適正化法あるいは警察だけでの
対応では多分無理で、職業安定法や課税といった色々なことを考えなけれ
ば、実効的な対策を取ることはできないだろう。

民事上の問題であれば、法テラスに対応してもらうような道筋を作ること
を考えるべき。

悪質ホストによる被害の実態を踏まえて、人身取引議定書に沿った人身取
引の定義とそれを禁止する法の制定も必要。



上記のような指摘を踏まえ、今後の検討会においては、

・ 女性客への売春、性風俗店勤務等へのあっせんをいかに
防ぐか
・ いかなる者をホストクラブ営業から排除すべきか
・ 悪質ホストクラブに対する制裁が十分か

等についても議論。

今後議論すべき論点

関係団体からのヒアリングでは、悪質ホストと女性客を性風俗店にあっ
せんするスカウトが女性客の情報を共有しており、また、「スカウトバッ
ク」（性風俗店が女性を紹介したスカウトに支払う対価）のやりとりが行
われているという実態について指摘あり。

また、悪質ホストクラブの中には営業停止等の行政処分を受ける前に廃
止届を出していわゆる「処分逃れ」を行っている店がある実態や、末端の
従業員の違法行為について経営者層に責任を負わせることができていない
実態についても指摘あり。

関係団体からのヒアリング内容

今後議論すべき論点


